
　
世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た
12

月
10
日
は
人
権
デ
ー
で
す
。
人
権
週

間
は
、
日
本
で
は
昭
和
24
年
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。
今
年
の
重
点
目
標
は

「
み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀 

〜
考
え
よ
う
　
相
手
の
気
持
ち
　
未

来
へ
つ
な
げ
よ
う
　
違
い
を
認
め
合

う
心
〜
」
で
す
。
世
界
人
権
宣
言
の

趣
旨
及
び
重
要
性
、
人
権
尊
重
思
想

の
普
及
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ

ン
ト
が
催
さ
れ
ま
す
。

　
人
権
の
花
に
定
め
ら
れ
て
い
る
ひ

ま
わ
り
を
育
て
る
こ
と
を
通
し
て

「
い
の
ち
」
や
「
な
か
ま
」
の
大
切

さ
を
学
ぶ
た
め
に
、
今
年
度
も
双
葉

保
育
園
、
聖
愛
幼
稚
園
、
神
興
小
学

校
で
人
権
の
花
運
動
に
取
り
組
み
ま

し
た
。
10
月
に
は
、
人
権
擁
護
委
員

と
い
っ
し
ょ
に
人
へ
の
優
し
さ
や
思

い
や
り
に
つ
い
て
勉
強
し
ま
し
た
。

　
啓
発
用
ウ
エ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の

配
布
を
行
い
ま
す
。

日
時
　
12
月
５
日
（
月
）

場
所
と
時
間
　
①
Ｊ
Ｒ
福
間
駅
　
午

前
７
時
30
分
〜
　
②
ル
ミ
エ
ー
ル
福

津
店
　
午
後
１
時
30
分
〜
　
③
レ
ガ

ネ
ッ
ト
福
津
　
午
後
３
時
30
分
〜

　
市
内
外
の
小
学
・
中
学
・
高
校
生

の
皆
さ
ん
の
人
権
ポ
ス
タ
ー
や
「
男

女
が
と
も
に
歩
む
」
一
行
詩
表
彰
作

品
を
展
示
し
ま
す
。

期
間
　
12
月
３
日
（
土
）
〜
12
月
11

日
（
日
）　※

月
曜
日
は
休
館

場
所
　
市
中
央
公
民
館
　

　
人
権
擁
護
委
員
の
大
賀
英
一
さ
ん

が
６
月
30
日
を
も
っ
て
退
任
さ
れ
ま

し
た
。
６
年
３
か
月
間
、
市
民
の
人

権
の
擁
護
と
人
権
思
想
の
普
及
高
揚

に
尽
く
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

 

問
い
合
わ
せ
　
市
人
権
政
策
課
☎
４

３
・
８
１
２
９

12
月
４
日
〜
12
月
10
日
は
人
権
週
間
で
す

　
人
権
週
間
に
は
、
毎
年
全
国
で
人
権
尊
重
の
大
切
さ
が
呼
び
か
け

ら
れ
ま
す
。
市
で
も
人
権
講
演
会
や
街
頭
啓
発
活
動
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

人
権
週
間
が
始
ま
り
ま
す

街
頭
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す

長
い
間
お
疲
れ
様
で
し
た

人
権
ポ
ス
タ
ー
展
を
開
催
し
ま
す

人
権
の
花
運
動
に
取
り
組
み
ま
し
た

福津市人権講演会
「人を許す時が自分を高める時」

日時 12月 10日（土）　
13:00～15:00　受付 12:30～
市中央公民館
菊地幸夫さん

　普段は弁護士とし
て活躍し、民事・刑
事・学校・教育問題
など広く手がける傍
ら、テレビにレギュ
ラー出演中です。体
力 作 り に も い そ し
み、各地のトライア
スロン大会に出場す
るほか、地元小学生のバレーボールチーム
の監督等も務め、周りからも慕われている
かたです。

場所
講師

　
償
却
資
産
と
は
、
土
地
、
家
屋
以

外
の
事
業
用
の
資
産
で
す
。
税
務
会

計（
所
得
税
ま
た
は
法
人
税
の
計
算
）

上
、
減
価
償
却
の
対
象
と
し
て
い
る

資
産
の
こ
と
で
、
固
定
資
産
税
の
課

税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
償
却
資
産
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
人
は
、
事
業
を
行
っ
て
い

る
個
人
事
業
主
及
び
法
人
で
す
。
農

業
や
漁
業
な
ど
の
第
一
次
産
業
、
製

造
業
や
建
設
業
な
ど
の
第
二
次
産

業
、
卸
業
や
小
売
業
、
サ
ー
ビ
ス
業

な
ど
の
第
三
次
産
業
の
業
種
を
問
わ

ず
、
全
て
の
事
業
者
に
申
告
の
義
務

が
あ
り
ま
す
。

　
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
、
事
業
に

利
用
し
て
い
る
償
却
資
産
が
申
告
の

対
象
で
す
。
申
告
書
を
平
成
29
年
１

月
31
日
（
火
）
ま
で
に
市
税
務
課
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
の
申

告
も
受
け
付
け
ま
す
。
事
業
を
廃
止

し
た
場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。
昨

年
申
告
し
た
人
に
は
、
御
案
内
の
は

が
き
を
12
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　
申
告
書
の
様
式
が
必
要
な
人
は
、

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
か
、
市
税
務
課
に
請
求

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン

処
理
な
ど
に
よ
る
独
自
様
式
を
使
用

し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
様
式
で
申

告
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
　
市
税
務
課
☎
４
３
・

８
１
１
８

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

償
却
資
産
の

申
告
が

必
要
で
す

法
務
局
で
の
相
続

登
記
が
済
ん
で

い
な
い
か
た
へ

償
却
資
産
と
は

申
告
方
法

申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日

時
点
で
、
課
税
の
対
象
と
な
る
固
定

資
産
（
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
）

の
所
有
者
（
不
動
産
登
記
者
）
が
納

税
義
務
者
で
す
。
た
だ
し
、
所
有
者

が
死
亡
し
て
い
る
場
合
、
相
続
な
ど

に
よ
る
法
務
局
で
の
正
式
な
所
有
権

移
転
登
記
が
済
む
ま
で
は
、
そ
の
固

定
資
産
を
「
現
実
に
所
有
し
て
い
る

人
」
が
納
税
義
務
者
に
な
り
ま
す
。

現
実
に
所
有
し
て
い
る
人
と
は
、
死

亡
し
た
人
の
相
続
人
の
こ
と
で
、
各

相
続
人
は
連
帯
し
て
納
税
義
務
を
負

い
ま
す
。
相
続
登
記
が
済
ん
で
い
な

い
場
合
は
、
各
相
続
人
の
中
か
ら
納

税
通
知
書
（
納
付
書
）
な
ど
を
受
領

す
る
代
表
者
を
一
人
定
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
今
年
中
に
相
続
登
記
を

し
な
い
人
は
、
平
成
29
年
１
月
31
日

（
火
）
ま
で
に
「
納
税
義
務
者
及
び

相
続
人
代
表
者
届
出
書
」
の
提
出
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
市
税
務
課
☎
４
３
・

８
１
１
８

12
月
は

「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
滞
納
!!

県
下
一
斉
徴
収

強
化
月
間
」
で
す

　
市
で
は
、
福
岡
県
及
び
県
内
市
町

村
と
連
携

し
、
12
月

を
県
下
一

斉
徴
収
強

化
月
間
と

位
置
づ
け

て
い
ま
す
。

広
報
に
よ
る
納
税
推
進
、
滞
納
者
に

対
す
る
催
告
、
差
し
押
さ
え
や
タ
イ

ヤ
ロ
ッ
ク
、
捜
索
な
ど
の
滞
納
処
分

を
強
化
し
ま
す
。

　
納
め
忘
れ
の
税
金
が
な
い
か
御
確

認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
市
収
納
課
☎
４
３
・

８
１
１
９

広報ふくつ 4広報ふくつ5　

▲双葉保育園での様子

▲法務大臣から感謝状が
　贈られました▲捜索の様子


